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「
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
す
る

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
」
申
請
受
付

ひ
と
り
親
世
帯
分

対
象
者

①�

令
和
５
年
３
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
受

給
者
の
方

②�

公
的
年
金
給
付
等
を
受
給
し
て
お
り
、

令
和
５
年
３
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
の

支
給
を
受
け
て
い
な
い
方

③�

食
費
等
の
物
価
高
騰
の
影
響
を
受
け
て

家
計
が
急
変
し
、
収
入
が
児
童
扶
養
手

当
を
受
給
し
て
い
る
方
と
同
じ
水
準
と

な
っ
て
い
る
方

申
請

①
に
該
当
す
る
方

町
か
ら
令
和
５
年
５
月
15
日
に
案
内
を

送
付
し
、
申
請
無
し
で
５
月
31
日
に
支

給
し
ま
し
た
。

②
③
に
該
当
す
る
方

必
要
書
類
を
添
付
の
う
え
、
こ
ど
も
課

ま
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

必
要
書
類

②
に
該
当
す
る
方

　

食
費
等
の
物
価
高
騰
に
直
面
し
、
影
響
を
特
に
受
け
る
子
育
て
世
帯
の
支
援
の
た
め
、「
子

育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
」
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
対
象
者
に
該
当
す
る
方
で
、
ま
だ

申
請
を
し
て
い
な
い
方
は
、
必
要
書
類
を
添
え
て
２
月
29
日
（
木
）
ま
で
に
申
請
を
し
て
く

だ
さ
い
。
な
お
、
ひ
と
り
親
世
帯
と
ひ
と
り
親
世
帯
以
外
で
要
件
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

▽�

本
人
確
認
が
で
き
る
書
類
（
運
転
免
許

証
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
等
）

▽�

振
込
先
口
座
が
分
か
る
も
の
（
預
金
通

帳
等
）

▽�
年
金
金
額
が
わ
か
る
書
類
（
令
和
３
年

１
月
か
ら
12
月
分
）

　

公
的
年
金
振
込
通
知
書
等

▽�

課
税
証
明
書�

　

令
和
４
年
度
（
令
和
３
年
分
）

※�

扶
養
義
務
者
（
同
居
の
父
母
、
祖
父
母
、

兄
弟
姉
妹
等
）
が
い
る
場
合
、
全
員
分

必
要
で
す
。

▽�

戸
籍
謄
本
（
申
請
者
と
対
象
児
童
分
）

※�

国
の
児
童
扶
養
手
当
が
認
定
さ
れ
て
い

る
方
は
不
要

③
に
該
当
す
る
方

▽�

本
人
確
認
が
で
き
る
書
類
（
運
転
免
許

証
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
等
）

▽�

振
込
先
口
座
が
わ
か
る
も
の
（
預
金
通

帳
等
）

▽�

令
和
５
年
１
月
以
降
（
新
規
に
児
童
扶

養
手
当
の
受
給
資
格
者
と
な
っ
た
場
合

は
、
そ
の
翌
月
分
以
降
）
の
任
意
の
１

月
の
収
入
が
わ
か
る
書
類�

（
例
）�

給
与
明
細
書
、
年
金
振
込
通
知
書
、

帳
簿
（
事
業
主
の
方
）、
不
動
産
収
入

が
確
認
で
き
る
書
類
等

※�

扶
養
義
務
者
（
同
居
の
父
母
、
祖
父
母
、

兄
弟
姉
妹
等
）
が
い
る
場
合
、
全
員
分

必
要
で
す
。

▽�

戸
籍
謄
本
（
申
請
者
と
対
象
児
童
分
）

※�

国
の
児
童
扶
養
手
当
が
認
定
さ
れ
て
い

る
方
は
不
要

ひ
と
り
親
世
帯
以
外
分

対
象
者

①�

令
和
４
年
度
「
子
育
て
世
帯
生
活
支
援

特
別
給
付
金
（
ひ
と
り
親
世
帯
以
外
）」

の
支
給
を
本
町
か
ら
受
け
た
方

②�

18
歳
年
度
末
ま
で
の
児
童
（
平
成
17
年

４
月
２
日
か
ら
令
和
６
年
２
月
29
日
ま

で
に
生
ま
れ
た
児
童
。
障
害
児
に
つ
い

て
は
20
歳
未
満
）
を
養
育
す
る
者
で
、

食
費
等
の
価
格
高
騰
の
影
響
を
受
け
て

家
計
が
急
変
し
、
令
和
５
年
度
町
民
税

均
等
割
が
非
課
税
で
あ
る
方
ま
た
は
非

課
税
相
当
と
な
っ
て
い
る
方

申
請

支
給
対
象
者
①
に
該
当
す
る
方

町
か
ら
令
和
５
年
５
月
12
日
に
案
内
を

送
付
し
、
申
請
無
し
で
令
和
５
年
５
月

31
日
に
支
給
し
ま
し
た
。

支
給
対
象
者
②
に
該
当
す
る
方

　

必
要
書
類
を
添
付
の
う
え
、
こ
ど
も
課

ま
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

必
要
書
類

▽�

父
母
等
双
方
の
任
意
の
月
の
収
入
が
分

か
る
も
の
（
令
和
５
年
１
月
以
降
）

（
例
）�

給
与
明
細
書
、
公
的
年
金
振
込
通
知

書
、
帳
簿
（
事
業
主
の
方
）、
不
動
産

収
入
が
確
認
で
き
る
書
類
等

※�

令
和
５
年
度
町
民
税
均
等
割
が
非
課
税

で
あ
る
方
は
不
要

▽�

振
込
先
口
座
が
分
か
る
も
の
（
預
金
通

帳
等
）

▽�

本
人
確
認
が
で
き
る
書
類

そ�

の
他　

既
に
ひ
と
り
親
世
帯
分
で
給
付

を
受
け
た
方
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
（
家

庭
状
況
が
変
わ
る
場
合
を
除
く
）。

共
通
事
項

▽�

支
給
額

　

児
童
１
人
当
た
り
一
律
５
万
円

申
請
期
限　

２
月
29
日
（
木
）

留�

意
事
項　

既
に
給
付
を
受
け
た
方
は
支

給
さ
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
ひ
と
り
親
世

帯
分
と
ひ
と
り
親
世
帯
以
外
分
の
両
方

を
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。（
い

ず
れ
も
家
庭
状
況
が
変
わ
る
場
合
を
除

く
）。

申
請
窓
口
お
よ
び
問
合
せ
先

　

こ
ど
も
課　

蘂
94
ー

１
２
２
２

※�

こ
ど
も
家
庭
庁
・
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
も

ご
参
照
く
だ
さ
い
。


